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１Ｉ０１ 

 

都道府県における科学技術振興ビジョン等の特性比較 

 
三橋浩志（文部科学省・初中局） 

 

１．はじめに 

（１）研究の背景 

我が国は、欧米をキャッチアップする時代からフロント・ランナーの一員となり、同時に、少子高齢

化社会を迎えることになった。こうした中で、持続的な経済成長を維持・発展するためには、独創的、

先端的な科学技術から新産業を創出する必要性が高まってきた。このような科学技術の振興を推進する

には、旧来の「省庁縦割り」ではなく、政府による総合的かつ計画的な政策展開が一層重要となり「科

学技術基本法」が成立し、1995 年 11 月より施行されている。同法では、科学技術振興施策を総合的・

計画的に推進するための「科学技術基本計画」の策定が明示され1、現在、「第３期科学技術基本計画（2006

～2010 年）」に基づく施策が実施中である。一方、科学技術の振興に向けて、国及び地方公共団体の責

務が規定されている2。 

このような地方公共団体の科学技術振興に関する責務を踏まえ、各都道府県において科学技術振興ビ

ジョン（計画、指針、大綱などを含む、以下「ビジョン等」と称す）が順次策定され、2004 年の東京都

を最後に全 47 都道府県において策定済みである。全都道府県で策定された科学技術振興ビジョン等に

記載された政策目標や振興施策の視点は、各地域の特性を反映・勘案したものであるはずである。しか

し、「金太郎飴的でどの都道府県も同じ」との指摘もある。また、科学技術振興ビジョン等が各部署を

横断する総合的な政策であるため、逆に「各部署の既存事業をホッチキスしただけ」との指摘もある。

しかし、記述の内容に関して都道府県を横断的に調査分析した研究は少なく3、科学技術振興ビジョン等

の記述内容に関する分析を深めることが必要と考えられる。 

 

（２）調査の目的 

以上の背景を踏まえ、本研究は各都道府県の科学技術振興ビジョン等4を収集し、①策定・改訂の時期、

②科学技術振興の目的、③科学技術振興の重点分野、④科学技術の都道府県における位置づけ、等を視点

とし、47 都道府県を比較分析することを目的とする。 

 

 

２．ビジョン等の収集方法と分析手法 

各都道府県の最新の科学技術振興ビジョン等を「平成 21 年版科学技術白書（2009 年 6 月発行）」の情

報をもとに、各都道府県のホームページ等を用いて収集した5。そして、視点を踏まえて記述内容を定性

的に分析し、その結果をマクロ的に整理した。また、各都道府県における位置づけ等の検討は、各都道

府県庁のホームページをトップページから順次閲覧する手法を用いて分析した。 

各都道府県の科学技術振興ビジョン等の名称や策定・改訂状況を一覧化すると図表１のとおりである。 

                                                  
1科学技術基本法第九条「政府は、科学技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、科学技術の振興に関する基本的な計

画（以下「科学技術基本計画」という。）を策定しなければならない。」 

2科学技術基本法第三条「（国の責務）国は、科学技術の振興に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。」、科学技術

基本法第四条「（地方公共団体の責務）地方公共団体は、科学技術の振興に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性

を生かした自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する」 
3 山本長史・武部一成、小山康文、権田金治（科学技術政策研）「都道府県政令指定都市の科学技術政策の特徴と課題」1994 年、「研究・技術計

画学会年次学術大会講演要旨集 9」 P211～216, 1994-10-28 があるが、それ以降は研究が進んでいない。 
4 計画の題名に「科学技術」という文言が明示されているものに限定した。なお、「科学技術」という文言が明示されていなくても、改訂の過程で明ら

かに科学技術振興ビジョン等の流れをくむビジョン等は対象とした。 
5 「平成 22 年版科学技術白書（2010 年 6 月発行）」には、審議会等の体制一覧のみが掲載されており、各都道府県の科学技術振興ビジョン等の

最新版一覧が掲載されていない。 

－291－



図表１ 各都道府県の科学技術振興ビジョン等の策定・改訂状況一覧 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：策定年は暦年を用いている。 記号の●は最新のビジョン等の策定年、○は改訂以前等のビジョン等の策定年 
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３．比較分析の結果 

（１） 策定・改訂の時期 

早い都道府県では、政府が科学技術基本計画を策定する以前からビジョン等を策定していた自治体も

存在する。政府の第一期科学技術基本計画の実施期間中である平成 10 年、平成 11 年に多数の都道府県

でビジョン等が策定された。そして、第二期科学技術基本計画がスタートする平成 13 年には 40 を超え

る都道府県が策定済みとなり、平成 16 年の東京都をもって全都道府県で科学技術振興ビジョンが策定

された（図表２）。都道府県によっては数度改訂されているが、改訂がほとんど実施されていない都道

府県もある。現行の科学技術振興ビジョン等は、２年前（2008 年）に策定（改訂）された都道府県が６

自治体あるが、一方で政府の科学技術基本計画が５年毎に改訂されているなかで、10 年近く前のビジョ

ン等が多数存在している（図表３）。長期に渡ってビジョン等を改訂していない都道府県は、10 年ごと

や５年ごとに改訂している都道府県の政策を総合的に戦略化した長期総合計画等のなかで科学技術を

位置づけるなどして対応している。 

 
図表２ 最初にビジョン等が策定された時期と策定累積数           図表３ 現行ビジョンの策定時期（2010 年比） 
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（２）科学技術振興の目的 

ビジョン等に示された科学技術振興の目標は、産業振興や新産業の創出が大半である。続いて、豊かな生

活や安心・安全な生活が科学技術振興の目標となっている（図表４）。 

このような目標を実現するために、ビジョン等に示された施策の種類・手法は、科学技術関連に基盤づくり、い

わゆる拠点の形成であり、工業技術センターの整備・充実などが代表的な施策となっている。続いて、人材育成、

産学官連携となっている（図表５）。 

  
図表４ ビジョン等に示された目標（複数集計）               図表５ 施策の種類・手法（複数集計） 
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（３）科学技術振興の重点分野 

政府の第 3 期科学技術基本計画では、「重点４分野：①ライフサイエンス、②情報通信、③環境、④ナノテク、

材料」と「推進４分野：⑤エネルギー、⑥ものづくり技術、⑦社会基盤、⑧フロンティア」が掲げられている。都道

府県のビジョン等では、環境分野、ライフサイエンス分野、情報通信分野を重点として提示する都道府県が多い

（図表６）。 

一方、政府では８分野であった重点分野の数は、３分野程度を重点分野として設定する都道府県が多い。一

方、あまりにも多様な分野での展開が可能と思われる 3 大都市圏に位置する千葉県、東京都、神奈川県、京都

府、兵庫県、それ以外でも新潟県、群馬県、山口県、福岡県では、重点分野を設定していない(図表７)。 

 
図表６ ビジョン等に示された重点分野（複数集計）               図表７ ビジョン等に示された重点分野数 
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（４）科学技術の都道府県における位置づけ 

科学技術が都道府県の政策のなかでどのように位置づけられているのかを組織的にみると6、過半の都

道府県は商工労働部内の担当レベルとして位置づいている。企画・総務部署は 20％程度である。独立し

た部局を有しているのは１自治体のみである（図表８）。 

一方、都道府県における政策の優先順位をホームページにおける「科学技術」というテキストの記述

の有無、及び科学技術関係のポータルサイトが都道府県庁公式ホームページ内に存在するかで分析する

と7、トップページへの記載は５自治体、ポータルサイトは 11 自治体のみである（図表９）。 

 
図表８ 都道府県の科学技術担当部署               図表９ ホームページ上における「科学技術」の記述等 
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このような科学技術振興ビジョン等の特性について、さらに項目間（視点間）のクロス分析等につい

て大会当日に報告する。 

                                                  
6 財団法人全日本地域研究交流協会「地域における科学技術施策」（平成 21 年 9 月）の「科学技術担当部署」をデータとした 
7 政策の重要性をホームページのトップページへの記載（階層の上位に存在するか否か）で分析した既往研究として、平修久「都道府県の長期総

合計画のあり方をめぐって」2003 年、都市計画報告集 No. 1  pp.22-27 等がある。 
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